共同研究の検討に関する秘密保持契約書

[bookmark: _Hlk182233016]　学校法人青山学院（以下「甲」という。）と株式会社●●●●（以下「乙」という。）とは、甲の設置する青山学院大学（以下「青山学院大学」という。）および乙において、共同研究（研究名称：●●●●●●●●。研究担当者：●●●●（甲）、●●●●（乙）。以下「共同研究」という。）の実施可能性の検討（以下「本検討」という。）を行うにあたり、甲乙双方が、相手方に対し開示する秘密情報の取扱い等について、以下のとおり秘密保持契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（秘密情報）
第１条　本契約における「秘密情報」とは、本検討実施の事実、本契約の存在および内容はもちろんのこと、本検討のために、相手方から開示される事業上、運営上、技術上、教育上の情報もしくはデータまたは物品の一切をいい、かつ、甲または乙が、相手方に対し、秘密である旨を明示し、次の方法で開示したものをいう。
（１）文書、書面（電子メール、ファックスを含む。）、電磁的記録媒体等、有形の媒体による方法
（２）口頭により開示される場合は、開示後●●日以内に、開示日時、開示者、被開示者、開示内容、開示場所等を記載した書面を相手方に対し交付する方法
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については、秘密情報に含まれない。
　　　　（１）相手方から開示される時点で、公知である情報
（２）相手方から開示される時点で、既に自己が所有していたことを証明できる情報
（３）相手方から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
（４）自己の単独の開発により知得したことを証明できる情報
（５）開示された後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに適法に知得したことを証明できる情報
　　　　（６）相手方から書面により開示の同意を得た情報
３　甲または乙は、法令、規則、命令等に基づき官公庁、裁判所等の公的機関からの開示の要求を受けた場合、必要な範囲において、当該公的機関に秘密情報を開示できるものとする。この場合において、開示を命じられた甲または乙は、当該開示に先立ち、相手方に対して、開示を命じられた旨を通知し、できる限り、相手方の秘密情報の保護に努めなければならず、かつ、当該秘密情報が公知にならない限り、なお秘密情報として取り扱うものとする。

（表明保証等）
第２条　甲および乙は、秘密情報の開示につき、必要な権限、権利および能力を有することならびに本契約に基づく秘密情報の開示が適法であり、第三者との間の契約違反を構成しないことを表明し、保証する。
２　甲および乙は、相手方に対し、秘密情報の内容に誤りがあった場合でも、契約不適合責任を含む一切の法的責任を負わず、秘密情報の内容およびその使用について、一切の明示または黙示の保証をしない。

（秘密情報の帰属）
第３条　秘密情報は、開示した当事者に帰属する。
２　甲または乙が、本契約に基づき相手方に対して秘密情報を開示することは、秘密情報および秘密情報に係る著作権、特許権、ノウハウ等の知的財産権その他の権利について、相手方に対して何らの権利を移転したり、利用を許諾したりするものではない。

（発明等の取扱い）
第４条　甲および乙は、秘密情報に基づいて、発明、考案、意匠、ノウハウの創作をなし、これを出願しようとするときは、相手方に対し、事前に、書面により通知しなければならない。この場合において、権利の帰属、持ち分等の取扱い等を、別途甲乙協議の上、書面により決定する。

（秘密保持等）
第５条　甲および乙は、秘密情報を、厳に秘密として保持するものとし、相手方の事前の書面による承諾なくして、第三者に開示し、または漏洩してはならない。
２　甲および乙は、秘密情報を、本検討のためにのみ使用することとし、本検討の遂行に携わる限定された自己の役員、従業員、教職員以外の者に開示し、または漏洩してはならない。
３　前２項の規定にかかわらず、甲は、秘密情報を、本検討のために、青山学院大学の学部生、大学院生、研究生、研究員等（以下「学生ら」という。）に開示することができる。なお、その場合、甲は、学生らに対し、本契約を遵守するよう教育し、および指導する。
４　甲および乙は、秘密情報について、他の情報と明確に区別し、善良なる管理者の注意義務をもって、厳重に管理しなければならない。
５　甲および乙は、秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なくして、複製してはならない。

（個人情報の取扱い）
第６条　甲および乙は、本検討の過程において、個人情報（平成１５年法律第５７号「個人情報の保護に関する法律」で定義する個人情報をいう。以下同じ。）を取り扱う場合においては、本契約の有効期間中のみならず有効期間満了後においても、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
（１）個人情報に関連する法令、ガイドライン等を遵守すること。
（２）個人情報を厳に秘密として保持し、そのための管理をすること。
（３）各個人から同意を得た目的のためにのみ個人情報を利用すること。
（４）前３号に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理に努めること。
２　甲は、乙から受領し、または乙と共同で取得した個人情報を学生らに開示する場合は、その旨を事前に乙に通知するとともに、本契約で自己が負うのと同等の義務を学生らに課し、遵守させ、その履行について一切の責任を負うものとする。

（返還義務等）
第７条　甲および乙は、本検討が終了した場合または相手方から要請があった場合は、相手方の選択に従い、直ちに秘密情報（第５条第５項に基づく複製物を含む。）を相手方に返却し、廃棄し、または消去しなければならない。ただし、本検討を経て、次条に定める協議の上、甲乙間で、共同研究の実施を書面により合意した場合には、この限りではない。
　　２　甲および乙は、相手方から受領した個人情報については、本契約の終了と同時にまたは相手方からの要請に応じて、当該個人情報を復元不可能な態様で直ちに廃棄し、または消去しなければならない。ただし、本検討を経て、次条に定める協議の上、甲乙間で共同研究の実施を書面により合意した場合には、その合意に従うことを条件に、当該共同研究の終了まで、当該個人情報を利用できるものとする。
　　３　前２項の規定により、秘密情報または個人情報を廃棄し、または消去した場合、相手方に書面をもってその旨通知するものとする。

（共同研究契約）
　第８条　甲および乙は、●●●●年●月●日までに、本検討の結果を相互に報告して共同研究の実施可能性について協議し、共同研究の実施の有無を決定する。ただし、本契約は、甲および乙に対し、共同研究の実施を義務づけるものではない。

（第三者との検討）
第９条　本契約の締結は、甲または乙が、第三者との間で、本検討と同様または類似の検討、共同研究等を行うことを妨げるものではない。

（解除）
第１０条　甲および乙は、相手方が本契約上の義務の履行を怠った場合は、●日間の期間を定めて是正を催告し、当該期間内に懈怠が是正されないときは、当該期間の経過をもって、当然に本契約を解除することができる。
２　甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合、前項の規定にかかわらず何らの催告を要せず直ちに、相手方に対し通知をすることにより本契約を解除することができる。
（１）本契約の規定に違反し、当該違反の性質または状況に照らし、違反を是正することが困難であるとき。
（２）本契約の規定に違反し、当該違反の性質または状況に照らし、相手方において違反を是正してもなお本契約の目的を達成することが困難であるとき。
（３）正当な理由なく本契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
（４）自らにつき支払の停止があったときまたは支払不能の状態に陥ったとき。
（５）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、電子交換所の取引停止処分を受けたときまたは自らを債務者とする仮差押え、仮処分もしくは差押えの命令、通知が発送されたとき。
（６）相手方に重大な危害または損害を及ぼしたとき。
（７）その他本検討を継続できないと認められる相当の事由があるとき。

（反社会的勢力の排除）
第１１条　甲および乙は、相手方またはその代表者、責任者もしくは実質的に経営権を有する者（以下「代表者等」という。）が次の各号のいずれかに該当する場合、前条の定めにかかわらず何らの催告を要せず、直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
（１）相手方またはその代表者等が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
イ　暴力団
ロ　暴力団員
ハ　暴力団準構成員
ニ　暴力団関係企業
ホ　総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
ヘ　その他イからホまでに掲げるものに準ずる者
（２）相手方またはその代表者等が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
イ　暴力的な要求行為
ロ　法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ　取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ　風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ　その他イからニまでに掲げるものに準ずる行為
（３）相手方が本契約締結前にした、相手方またはその代表者等が前２号に該当しない旨の表明、確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
２　甲および乙は、前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても何らこれを賠償し、または補償しない。
３　第１項の解除により、本契約を解除した当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。

（損害賠償）
第１２条　甲または乙は、相手方が本契約に違反したことにより損害を被った場合には、相手方に対し当該損害の賠償を請求することができる。

（契約期間）
第１３条　本契約は、●●●●年●月●日から●●●●年●月●日まで有効とする。甲および乙は、当該期間満了前に、別途、協議の上、本契約の契約期間を変更することができる。
２　本契約が期間満了または解除により終了した後においても、第１条（秘密情報）、第４条（発明等の取扱い）、第５条（秘密保持等）、第６条（個人情報の取扱い）、第７条（返還義務等）、第１１条（反社会的勢力の排除）、前条（損害賠償）、次条（権利義務の譲渡禁止）、第１５条（裁判管轄等）、本項その他性質上本契約終了後も有効に存続すべき規定は、本契約終了後も有効に存続する。

（権利義務の譲渡禁止）
第１４条　本契約上の地位および権利義務は、相手方の事前の書面による同意のない限り、第三者に対して譲渡してはならない。

（裁判管轄等）
第１５条　本契約に定めのない事項および本契約の条項に関し疑義を生じた場合は、甲乙協議の上、これを定める。
２　前項の協議を経てもなお、問題が解決しない場合、甲および乙は、本契約に関する紛争について、訴額に応じ、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。





　以上、本契約締結の証として、本契約書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後、「DocuSign」上において電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。


方法１　
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

方法２　両方の電子契約サービスを利用して作成する場合
以上、本契約締結の証として、本契約書の電磁的記録を作成し、甲乙合意の後、「○○○サイン」及び「●●●サイン」上において電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

方法３　電子契約と紙契約書の併用の場合（電子契約の写しに押印して契約書を作成する場合）
以上、本契約締結の証として、本書を電磁的記録として作成し、甲乙合意の後、「DocuSign」上において甲が電子署名を施した後、乙は、電磁的記録を出力して作成した書面に記名押印の上、当該書面の電磁的記録を「DocuSign」上にアップロードし、甲は電磁的記録を、乙は書面をそれぞれ保管する。

●●●●年●月●日

甲　東京都渋谷区渋谷四丁目4番25号
学校法人青山学院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　青山学院大学学長　　●●　●●


乙　●●●●●●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社●●●●
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　●●　●●
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